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志摩市教育大綱 [第３期] 

（令和８年度～令和１１年度） 

（素案） 
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教育大綱は、志摩市の教育における、総合的な基本方針を示すものです。 

期間は令和８年度から令和１１年度の４年間とし、この大綱のもと、市長部局と教育委員

会が連携し、取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※教育大綱に基づく具体的な取組は、志摩市教育推進計画に位置付けます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 子どもたちが学びを通して未来を拓き、地域を愛する“しまらぶ”の心を育むとともに、市

民の皆さんが生涯にわたり学び続け、心豊かなウェルビーイング※を実現できる教育環境を

整えることが、まちの未来につながります。 

 多様な出会いや体験を通じた学びと成長を支援し、市民一人ひとりが希望を持って自ら

の人生を豊かに歩み、仲間や地域と支えあいながら、未来をともに創る「人づくり」を推進し

ます。 

 

 

 

 

Ⅰ 教育大綱の趣旨 

Ⅱ 基本理念 ～教育大綱に込める想い～ 

～ “しまらぶ” 未来を創る人づくり ～ 

 

※ウェルビーイング（Well-being）とは  

身体的・精神的・社会的によい状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生
の意義など将来にわたる持続的な幸福を含む概念です。個人のみならず、個人を取り巻く場や地
域、社会が持続的によい状態であることを含みます。 



 

 

 
これからの教育の方向性として、以下のとおり、４つの基本方針「１．誰もが大切にされる

教育」、「２．一人ひとりの可能性を伸ばす教育」、「３．地域を誇り、生涯にわたって学び続け

る教育」、「４．未来を創る人材を育む教育」を掲げ、“しまらぶ”の心を持って未来を創る人

を育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 基本方針 ～志摩市が進める教育の方向性～ 



 

 

 


